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学位論文内容の要旨

  1982年にジョーンズによって始められた部分因子環の指数理論は彼が発見した結ぴ目の

不変量‐ジョーンズ多項式によって，量子群，共形場理論っ可解格子模型，低次元トポロジーな

どを巻き込んだ現代数学の大きな流れを作りだした，このことによって1990年にジョーン

ズがフイールズ賞を受けたことは有名である，

  本研究で，指数理論における，因子環と指数が有限の部分因子環の組を有限群の量子化だと

みなし，有限群論において重要な概念である正規性をnl型因子環の対の中間部分因子環に

対して導入した，ある条件のもとでは有限群論のアナロジーが成立することも明らかにした．

  因子環と有限群の外部的作用の不動点環に対しガロア対応が成り立つ．すなわち中間部分

因子環に対し部分群が1対1対応（包含関係は逆）する事は古くから知られている．従って

中間部分因子環を研究することは有限群論において部分群を研究することに当たると言って

よい．そこで因子環とその部分因子環の中間部分因子環を量子化された群の部分群とみなし，

群 論 に お け る 正 規 部 分 群 の 概 念 を 中 間 部 分 因 子 環 に 次の よ うに 拡 張 した ，

  Def3． 1． Nく Mを 指 数 有 限 の因 子 環 と部 分 因子 環 の 対と し ， NくMくMiく M2

を NcMの Jones towerと す る ． Nく Mの 中 間 因 子 環 Kが 正 規 中 間 部 分 因 子 環

(normal intermediate subfactor）であるとはeKEZ（N′nA1）（〓Ń nAf1の中心）かつ

eKエEZ（M′ nAf2），とな ることとする，ただし，K1はMのKによる拡大でeKとeK1

はそれぞれKくM，甌CAf1に対するJonesprojectionとする．  ・

  有 限 群 が 因 子 環 に 外 部 的 に 作 用 し て い る 時 ， 次 の 命 題 が 成 り 立 つ ．

  命 題1.aを有限 群Gの因子 環R上への 外部的作 用とし， NをGの作用による不動点

環 RG：｛£ERl ag(X) =x， ぬEG），M-Rとする．ロをGの部分群をするとき，ロが

正規部分群である必要かつ十分条件は，ロの作用による不動点環K： RHがNくMの正

規中間部分因子環であることである．

  命 題2.aを 有 限群 Gの 因 子環 R上 へ の 外部 的 作用 と し 、MをRの Gに よ る接合 積

Rx。 G，N-Rとする．ロをGの部分群をするとき，ロが正規部分群である必要かつ十

分 条 件 は， Rのロに よる接合 積K〓R xaロがNく Mの正規中 間部分因 子環であ るこ

とである．

上の命題により正規部分群の概念が不動点環，接合積の立場によらず，中間因子環に拡張
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されていることがわかる．

  指数有限で“depth”が2の因子環と部分因子環NくMに対して有限次元HopfC．代数
(Kac環）Aが存在してそのNへの外部的作用aの接合積により(NくM)竺(NCNxaM)

となることが知られている．残念ながら，すべての中間因子環には部分HopfC゙ 代数は対応

していない．しかし，っぎの定理が成り立つことを示した．

  Theorem4．5．“depth”が2の因子環と部分因子環NcMの中間因子環Kに対し，

NくKの“depth”が2になる必要かつ十分条件は

eKE Z(N'fl Mi),

となることである．ただし，eKはKくAイに対するJones proJection，Af1はMのNによ

る拡大とする．

  上の定理より，っぎの定理が導かれる．

  Theorem4．6．NくMを“depth”が2の因子環と部分因子環とする，このとき，中間因

子環Kが正規中間部分因子環である必要かつ十分条件は，NくKとKくMの“depth”

は両方とも2になることである．

  っまり，NくNXaAの中間因子環Kが正規中間部分因子環のときは，Aの部分Hopf

C゙ 代数Bが対応して，（NCK）竺（NくN xa B)となることを示した．さらにBはHopf

代 数 で の 意 味 で ， Aの 正 規 部 分 Hopf代 数 に な る こ と も 明 ら か に し た ．

  既約な因子環と部分因子環NcMの中間因子環全体の集合をL(NくM)，正規中間部分

因子環全体の集合をAf (NくM)と書くことにする，L(NCM)は

Kl VK2〓 (KiUK2)nと KiAK2＝ K1nK2.

によって定義される和Vと積八により束になる．さらに，NくMの指数が有限のと

きL(NくM)が有限束になる．本研究において私はNcMの“depth”が2．のとき，

Af (NくM)はL(NくM)の部分束であり，更にmodular束になることを明らかにした．

このことは有限群論において「主組成列の長さが一定である」ことに対応している(Theorem

4．11）．
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学位論文審査の要旨
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学 位 論 文 題 名

Normal intermediate  subf actors

（正規中間部分因子環）

  作用素環における指数理論は、1982年のJonesによる創始以来飛躍的に発展し、数学の他の分野にも

大きな影響を与えるまでになった。この理論の基本的対象はII1型因子環M，Nの包含関係NくMであ

るが、申請者は、この包含関係に対して、NくKくMを満たす因子環（中間部分因子環）Kの可能性

を研究した。具体的には、有限詳論との類似にもとづき、その一般化としての包含関係ルくMに対して、

部分群に相当する中間部分因子環Kが正規であるとぃう概念を導入し、少なくとも特定の場合にその正当

性を立証した。

  上記包含関係NくMに対して、まず指数［M：Mとぃう数が対応させられる。（この論文で考えるの

は、指数が有限であるような既約な包含関係である。）さらに、特定の条件のもとで関係NcMそのもの

を決定する代数的不変量として、すでにパラグループとぃう概念が導入されている。パラグループは群の一

般化とみなされるが、どこまで群との類似がきくのか不明な点が多い。申請者は、パラグループの構成に至

るまで指数理論で培われてきた理論と技術を用いて、この点の解明をめざす。

  関係NくMの 典型的例は、因子環Nと有限 群Gに対して、ル上でのGの外部的作用による接合積

〃xGをAイとすることで得られる。このとき、（〃が特定の場合）この外部的作用は本質的に一意に存

在し、関係NくMは群Gを一意に規定する。この意味で、一般の関係NくMは有限群の概念の一般化

で あるとみな されるのである。さらに、Gの部分群Hによるルの接合積 Kは、NくMの中間部分因

子環になり、逆に中間部分因子環はすべてこの形で得られる。この意味で、中間部分因子環は群論における

部分群に対応する。

  群の概念の一般化として、すでにHopf代数の概念が知られているが、包含関係NcMはこれをも一

般化する。関係NくMが、上述の群に対すると同様の意味で、（有限次元）Hopf代数に対応する場合、

こ れ は 、 別 に 導 入 さ れ て い る 深 さ の 概 念 を 用 い て 、 深 さ 2と し て 特 徴 づ け ら れ てい る。

  部分群の正規性の概念は基本的に重要である。しかしながら、中間部分因子環に対してこの概念を移植

することは、申請者においてはじめて一定の成功をおさめたとぃえる（Definition 3.1）。これは準正規性の
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概念(Watatani)よりも強い概念であり(Proposition 3.4)、上述の典型的例（およびその双対版）で、中間

部分因子環の正規性はもちろん対応する部分群の正規性に対応する(Proposition 3.3, Lemma 3.2)。もっと

ー般的に、関係NくMが深さ2である場合においても、中間部分因子環の正規性は正確に、対応する部

分Hopf代数の正規性に対応する(Theorem 4.7)。また、正規中間部分因子環の全体が束になり(Theorem

4.9)、群論における、正規部分群の極大鎖の長さがその取り方によらず一定であるとぃう結果も、上述の深

さ2の場合に、正規部分群を正規中間部分因子環と読みかえることで成立する(Theorem 4.11）。

    もちろん包含関係NくMは上述の場合にとどまらなぃ。申請者は、上述の範疇に属さない幾っか

の場合にも、中間部分因子環が正規であるための判定条件を与えている(Proposition5．1，Theorem 5.3，

Proposition5．61Theorem 5.7)。さらにその応用例として、正規中間部分因子環の興味深い構成法を与えて

いる。また、関係NくAイの自己同型写像の強外部性(Choda-Kosaki)との関連において、正規性に関す

る結果も与えている(Theorem 5.7)。

  以上の結果は、包含関係NくMの中間部分因子環の研究を通じて、群の一般化としての包含関係の理

解に十分な寄与をなすものである。よって審査員一同は、申請者が博士（理学）の学位を受けるに十分な資

格を有するものと認める。
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